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「新設合併」と「編入合併」の相違点 
 

分    類 新 設 合 併 編 入 合 併 

合併市町村の名称 ・合併関係市町村が全て廃されるため、

新たな名称を定める。 

・編入をする市町村の名称となる。 

事務所の位置 ・合併関係市町村の全ての地域から住民

の利便性等を考慮して決定。 

・編入をする市町村の事務所の位置とな

る。 

財産及び公の施設の

取扱い 

・合併市町村が引き継ぐ。 ・編入する市町村が引き継ぐ。 

議会議員の定数及び

任期の取扱い 

＜原則＞ 

・合併関係市町村の議員は、その身分を

失う。 

・地方自治法に定める定数の議員選挙を

行い任期は選挙の日から 4年。 

 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の協議により次のいず

れかによることができる。 

①設置選挙により選出される議会の議員

の任期に限り、法定数の２倍までの議

員を置くことができる。(定数特例制

度) 

②合併関係市町村の議会の議員で当該合

併市町村の議会の議員の被選挙権を有

することとなる者は、全員、2年以内の

間引き続き在任できる。(在任特例制

度) 

 

＜原則＞ 

・編入をする市町村の議員は、そのまま

在任し、編入される市町村の議員はそ

の身分を失う。(但し、合併により著し

く人口の増加があった場合には、地方

自治法に定める議員定数の範囲内で増

員選挙を行うことができる。) 

・任期は、編入をする市町村の議員の残

任期間。 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の協議により、次のい

ずれかによることができる。 

①編入をする市町村の議会の議員の任期

相当期間について、人口に応じて、合

併市町村の議員の定数を増加し、編入

される市町村の区域ごとに選挙区を設

けて定数を配分することができる。(定

数特例制度) 

②編入される市町村の議会の議員で当該

合併市町村の議会の被選挙権を有する

こととなる者について、編入をする市

町村の議会の議員の残任期間相当在任

することができる。(在任特例制度) 

なお、合併時に「定数特例」又は「在

任特例」を適用する場合には、合併後

最初に行われる一般選挙により選出さ

れる任期相当期間についても、「定数

特例」を用いることができる。 

農業委員会委員の定

数及び任期等の取扱

い(合併市町村に 1

つの委員会を置くこ

ととする場合) 

＜原則＞ 

・合併関係市町村の委員は、その身分を

失う。新たに選挙及び選任により委員

を選出する。 

＜特例＞ 

・合併関係市町村の委員（選挙による委

員)のうち、合併市町村の農業委員会の

委員の被選挙権を有することとなる者

は、10 人～80 人の範囲で 1年以内の間

在任できる。 

＜原則＞ 

・編入される市町村の委員はその身分を

失い、編入する市町村の委員は、その

まま在任する。 

＜特例＞ 

・編入される市町村の委員(選挙による委

員)のうち、合併市町村の農業委員会の

委員の被選挙権を有することとなる者

は、40 人までの範囲で編入する市町村

の委員の残任期間在任できる。 

一般職の職員の身分

の取扱い 

・引き続き合併市町村の職員として身分

を保有する。 

・編入する市町村の職員は在任し、編入

される市町村の職員は、編入する市町

村の職員として身分を保有する。 

 



特別職の職員の身分

の取扱い 

・合併関係市町村の特別職は失職する。

なお、合併市町村の首長は、選挙によ

り選出することとなり、助役、収入役

等は新たに任命されることとなる。 

・編入をする市町村の特別職は身分に変

動はないが、編入される市町村の特別

職は身分を失う。 

条例・規則等の取扱

い 

・合併関係市町村の条例・規則はすべて

失効し、新たに制定することとなる。

・編入される市町村の条例・規則は失効

し、基本的には編入をする市町村の条

例・規則に統一される。 

建設計画 ・合併関係市町村全域に係る建設計画を

作成する必要がある。 

・少なくとも、編入される市町村の区域

についての建設計画を作成する必要が

ある。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



先進事例 
 
［新設合併］ 

都道府県名 新市町村名 形式 合併年月日 旧市町村名 

兵庫県 篠山市 新設 H11. 4. 1 篠山町、西紀町、丹南町、今田町 

東京都 西東京市 新設 H13. 1.21 田無市、保谷市 

埼玉県 さいたま市 新設 H13. 5. 1 浦和市、大宮市、与野市 

香川県 さぬき市 新設 H14. 4. 1 津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町 

沖縄県 久米島町 新設 H14. 4. 1 仲里村、具志川村 

山梨県 南部町 新設 H15. 3. 1 南部町、富沢町 

群馬県 神流町 新設 H15. 4. 1 万場町、中里村 

山梨県 南アルプス市 新設 H15. 4. 1 
八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町 

甲西町 

岐阜県 山県市 新設 H15. 4. 1 高富町、伊自良村、美山町 

静岡県 静岡市 新設 H15. 4. 1 静岡市、清水市 

広島県 大崎上島町 新設 H15. 4. 1 大崎町、東野町、木江町 

香川県 東かがわ市 新設 H15. 4. 1 白鳥町、大内町 

熊本県 あさぎり町 新設 H15. 4. 1 上村、免田町、岡原村、須恵村、深田村 

福岡県 宗像市 新設 H15. 4. 1 宗像市、玄海町 

宮城県 加美町 新設 H15. 4. 1 中新田町、小野田町、宮崎町 

 
［編入合併］ 

都道府県名 新市町村名 形式 合併年月日 旧市町村名 

新潟県 新潟市 編入 H13. 1. 1 新潟市、黒埼町 

茨城県 潮来市 編入 H13. 4. 1 潮来町、牛堀町 

岩手県 大船渡市 編入 H13.11.15 大船渡市、三陸町 

茨城県 つくば市 編入 H14.11. 1 つくば市、茎崎町 

広島県 福山市 編入 H15. 2. 3 福山市、内海町、新市町 

広島県 廿日市市 編入 H15. 3. 1 廿日市市、佐伯町、吉和村 

広島県 呉市 編入 H15. 4. 1 呉市、下蒲刈町 

愛媛県 新居浜市 編入 H15. 4. 1 新居浜市、別子山村 

＊平成 11 年から、平成 15 年 4 月 1日まで 



構成市町村庁舎の現況 

 
 

項  目 富山市 大沢野町 大山町 八尾町 婦中町 細入村 （山田村） 

住   所 

富山市役所 
富山市新桜

町 7 番 38 号 

大沢野町役場 
上新川郡大沢

野町高内 333
番地 

大山町役場 
上新川郡大

山町上滝525
番地 

八尾町役場 
婦負郡八尾

町福島 151
番地 

婦中町役場 
婦負郡婦中

町速星 754
番地 

細入村役場 
婦負郡細入

村楡原 1088
番地 

山田村役場 
婦負郡山田

村湯 780 番

地 

施 設 規 模 
（構 造） 

鉄筋コンク

リート造 
地下２階 
地上８階 

鉄筋コンクリ

ート造 
地下１階 
地上５階 

鉄筋コンク

リート造 
地下１階 
地上３階 

本館：鉄筋コ

ンクリート

造２階 
別館：同造３

階 

本館：鉄筋コ

ンクリート

造５階 
別館：鉄骨造

３階 

鉄筋コンク

リート造３

階 

鉄筋コンク

リート造４

階 

敷 地 面 積 13,616.41㎡ 13,015.56 ㎡ 2,356.99 ㎡ 9,160.99 ㎡ 14,079.38 ㎡ 4,262.00 ㎡ 1,350.00 ㎡ 

延 床 面 積 43,471.32㎡ 5,603.80 ㎡ 2,063.77 ㎡ 3,985.68 ㎡ 7,902.00 ㎡ 1,627.00 ㎡ 1,430.25 ㎡ 

駐 車 場 8,375.00 ㎡ 2,528.51 ㎡ 600.00 ㎡ 1,730.99 ㎡ 9,213.00 ㎡ 2,000.00 ㎡ 324.80 ㎡ 

竣 工 

平成４年 
5 月 15 日 

昭和 48 年 
10 月 10 日 

昭和 33 年 
10 月 12 日 

本館： 
昭和 33 年 

11 月 1 日 
別館： 
昭和 56 年 

 7 月 1 日 

本館： 
昭和 57 年 

10 月 25 日 
別館： 
平成 4 年 

 4 月 30 日 

昭和 47 年 
12 月 20 日 

平成 14 年 
12 月 17 日 
（改築） 

（平成 15 年 5 月 1 日現在） 



事務所の位置に関する法令 

 

 

○地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 

（地方公共団体の事務所の設定又は変更） 

第 4 条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを

定めなければならない。 

2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するにあっては、住民の利用に最も便利であるように、交

通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 

3 第 1 項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の 3

分の 2以上の者の同意がなければならない。 

 

（支庁・地方事務所・支所等の設置） 

第 155 条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、

都道府県にあっては支庁（道にあっては支庁出張所を含む。以下これに同じ。）及び地方事務所、市町

村にあっては支所又は出張所を設けることができる。 

2 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めな

ければならない。 

3 第 4 条第 2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域

にこれを準用する。 

 

 

【用語解説】 

 

支 所 

市町村内の特定区域を限り、主として市町村の事務全般にわたって事務をつかさどる事務所。 

 

出張所 

住民の便宜のために市役所又は町村役場まで出向かなくてもすむ程度の事務を処理するために設置

するいわゆる市役所又は町村役場の窓口の延長である。 

 

 

  
 



パシフィックコンサルタント㈱業務実績  
  

弊社は、これまで、以下のような目的に対応した様々な「市町村合併に関する支援業務」を

行ってきております。 

 

 
＜新市将来構想・新市建設計画の検討に関して＞ 

・ 初期段階での合併の必要性に関する分析・検討資料の作成 
・ 住民アンケート調査の実施・分析 
・ 行財政シミュレーションの検討 
・ 新市将来構想の検討 
・ 新市建設計画の検討 

＜住民理解の醸成に関して＞ 
・ 広報紙の作成支援 
・ パンフレット等の資料作成の支援 
・ ホームページ作成の支援 
・ シンポジウム等の交流イベントの企画・支援 

＜協議会等の運営支援に関して＞ 
・ 協議会等の運営支援 

 （情報提供、アドバイス、資料作成、等） 
 

 

◎市町村合併に関する支援業務実績 

■市町村合併にかかわる計画の検討・策定 
受注年度 業務名 業務の概要 発 注 者 

12 香川東５町・合併推進計画

検討業務 

 

合併に対する理解を深める協議会

設立前のリーフレットの作成、およ

び５町の合併にむけた協議会設立

後の住民アンケート調査と新市建

設計画の作成。 

香川県津田町・大川町・志度町・

寒川町・長尾町合併協議会 

 

 

 

 

12 引田町・白鳥町･大内町・

新市建設計画策定業務 

 

３町の合併にむけた住民アンケー

ト調査および新市建設計画の作成。

香川県引田町・白鳥町･大内町合

併協議会 

 

 

12～13 

 

対馬６町・新市建設計画策

定業務 

 

６町の合併にむけた住民アンケー

ト調査および新市建設計画の作成。

対馬６町合併協議会 

12 

 

東予市の合併に関する住

民説明用パンフレット作

成業務 

 

合併の意義やメリット・デメリット

を住民に分かりやすく説明するた

めの協議会設立前のパンフレット

の作成。 

愛媛県東予市 



 
受注年度 業務名 業務の概要 発 注 者 

13 

 

氷上郡合併将来構想策定

等業務委託 

 

中立な立場で合併の是非を問うた

めの住民アンケート調査、および6

町の将来構想（マスタープラン）の

作成。 

兵庫県氷上郡 

13 東予市の合併に関するア

ンケート調査業務 

 

協議会設立前の合併推進に向けて

の合併に関する住民意向の把握。 

愛媛県東予市 

13 五戸地方三町村合併に関

する意識調査業務 

任意協議会における合併に対する

住民意識の把握。 

青森県五戸地方合併協議会 

13 東近江地域３町合併検討

推進広報等支援業務 

協議会設立前の合併推進に向けて

の住民啓発広報誌企画支援、活動報

告書のとりまとめ。 

滋賀県東近江地域３町合併検討

協議会 

13 守山市・中主町・野洲町合

併等行政研究調査業務 

 

協議会設立前の合併推進に向けて

の住民啓発支援意向調査の実施及

び合併に関する研究報告書の作成。

守山市・中主町・野洲町合併等

行政研究会 

13 加美郡四町行政評価調査

業務 

 

任意協議会における協議用資料と

して、各町のバランスシート作成、

財務分析、主要施設の投資効果分析

の実施。 

宮城県加美郡四町合併推進協議

会 

13 大崎上島三町新町建設計

画策定業務 

法定協議会における新町建設計画

の策定。 

広島県大崎上島三町合併協議会 

13 将来の市町経営からみた

合併の課題と対応に関す

る調査研究委託業務 

 

中山間地域の市町経営における課

題等について、具体的かつ実証的な

調査研究を行うとともに、合併後の

シミュレーション行財政の検討・開

発を行う。 

兵庫県長期ビジョン市町振興課 

13 まちづくり基本方針策定

業務 

 

保谷、田無両市の合併に伴い、個別

に策定された都市計画マスタープ

ランを再構成し、西東京市のまちづ

くり基本方針を策定する。 

東京都西東京市 

14 石部甲西合併に関する住

民意識調査業務 

研究会における住民意向調査とパ

ンフレット作成支援業務 

石部甲西合併研究会 

13 南条郡合併問題研究会ホ

ームページ作成支援業務 

研究会における検討内容を住民に

段階的に情報提供するためのホー

ムページの構築。 

南条郡合併問題研究会(３町村) 

14～ 宇陀地区６町村の将来ビジ

ョン策定業務 

任意協議会における将来ビジョン

及び住民説明会用のパンフレット

の作成 

奈良県宇陀地区町村合併問題協議

会 

13～ 三原郡４町新市建設計画

策定調査 

法定協議会における新町建設計画

の策定。 

兵庫県三原郡合併協議会 

14 東近江地域３町新市建設

計画検討業務 

 

法定協議会における新市建設計画

の策定及び協議会運営などの支援

業務。 

安土町・五個荘町・能登川町合

併協議会 



 
受注年度 業務名 業務の概要 発 注 者 

14～ 丹後６町新市建設計画策

定支援業務 

 

法定協議会における新市建設計画

の策定及び協議会運営などの支援

業務。 

丹後６町合併協議会 

14～ 三原郡4町市制施行申請業

務 

 

合併に伴う市制施行中諸書類の作

成支援 

兵庫県三原郡合併協議会 

14～ 平成14年度将来構想修正

検討業務 

 

平成13年度策定の将来構想につい

て、住民意向を受けた見直し業務。

兵庫県氷上郡6町合併協議会 

14～ 協議会だより発行ホーム

ページ運営支援業務 

 

合併協議会の広報活動として協議

会だよりの発行及びホームページ

の構築・運営支援を行う。 

兵庫県氷上郡6町合併協議会 

14～ 豊川市・音羽町・一宮町・

小坂井町・御津町合併協議

会調査研究業務 

住民発議による合併協議会におけ

る新市将来構想策定業務 

豊川市・音羽町・一宮町・小坂井

町・御津町合併協議会 

14～ 多治見市・瑞浪市・土岐市・

笠原町新市建設計画作成支

援業務 

法定協議会における新市建設計画

の策定及び協議会運営などの支援

業務。 

東濃西部合併協議会事務局 

14～ 高松町・七塚町・宇ノ気町

新市建設計画策定業務 

法定協議会における新市建設計画

策定業務 

石川県高松町・七塚町・宇ノ気町

合併協議会 

14～ 市町村合併推進事業調査研

究策定委託業務 

五條市を中心とした合併の必要性

及び広報活動等検討業務 

奈良県五條市 

14～ 養父郡新市建設計画策定業

務 

法定協議会における新市建設計画

策定業務 

兵庫県養父郡６町合併協議会 

14～ 神崎郡・夢前町合併調査運

営支援業務 

兵庫県行財政シミュレーションマ

ニュアルを用いた6町の合併による

行財政シミュレーションの実施 

兵庫県神崎郡合併研究会 

14～ 長崎県県央１市５町新市建

設計画基礎調査業務 

法定協議会における新市建設計画

策定業務 

長崎県県央１市５町合併協議会 

14～ 沖縄県将来ビジョン作成に

関する調査研究業務 

沖縄県における住民参加による合

併業務構想のモデル作成業務 

沖縄県企画開発部 市町村課 

14～ 宇城久・綴喜地域将来構想

策定業務 

宇治市を中心とした７市町の合併

将来構想の策定業務 

宇治市計画推進室 

14～ 佐賀県小城郡４町新市建設

計画策定業務 

法定協議会における新市建設計画

策定業務 

小城郡４町合併協議会 

14～ 石部甲西合併による新市将

来構想策定業務 

２町による合併の将来構想の策定

業務 

石部甲西まちづくり協議会 

（注）Ｈ14 年度業務については、一部現在進行中のものも含む 



 
受注年度 業務名 業務の概要 発 注 者 

14～ 王子周辺広域市町村圏

合併研究会業務 

奈良県の王子周辺広域市町における合併検討業務 王子周辺広域市町村圏

合併研究会 

14～ 香寺町・姫路市財政シ

ミュレーション実施業

務 

兵庫県行財政シミュレーションマニュアルを用い

た香寺町と姫路市の合併による行財政シミュレー

ションの実施。 

兵庫県神崎郡香寺町 

14～ 氷上郡新市建設計画策

定業務 

平成14年10月に合併の是の方向が決定した後の法

定協議会における新市建設計画策定業務 

兵庫県氷上郡６町合併

協議会 

14～ 市町合併を支援する道

路整備計画検討業務 

篠山市・氷上郡を対象に合併を支援する道路につ

いて、事業評価を行い、早期に高い効果をもたら

す事業計画を策定するとともに、新しいまちづく

りにふさわしい道路ネットワークの構築を行う。 

兵庫県 柏原土木事務

所 

14～ 五條・西吉野・大塔合併

連絡協議会運営支援業

務 

事務事業調書の作成、協議会HPの立ち上げ､住民向

け広報誌の作成支援を行う。 

五條・西吉野・大塔合

併連絡協議会 

14～ 安曇野地域新市将来構

想策定業務 

長野県の安曇野地域３町２村における合併検討業

務。（構想作成および調査・分析業務） 

安曇野地域任意合併協

議会 

14～ 新市建設計画策定支援

業務 

兵庫県北但馬1市５町合併における新市建設計画

の策定業務。将来、新市となった以降も戦略的な

行政施策の展開が可能となるように行政評価の視

点を取り入れた事務事業の一元化等を行いながら

施策の展開を図るものである。また、総合的な協

議会事務局支援を行うものである。 

兵庫県 北但合併業議

会 

14～ 本城村・坂北村・麻績

村・坂井村 任意合併協

議会 新村将来構想策

定業務 

長野県の筑北４村における合併検討業務。（構想作

成および調査・分析業務） 

本城村・坂北村・麻績

村・坂井村 任意合併

協議会 

14～ 中野市・山ノ内町・豊田

村  任 意 合 併 協 議 会 

新村将来構想策定業務 

長野県の中野市等３市町村における合併検討業

務。（構想作成および調査・分析業務） 

中野市・山ノ内町・豊

田村 任意合併協議会

（注）Ｈ14 年度業務については、一部現在進行中のものも含む 

 




